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牛トレーサビリティ制度とは？？

平成15年、BSEのまん延防止措置の的確な実施を図るため、
牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産から
流通・消費の各段階において個体識別番号を正確に伝達す
ることにより、消費者に対して個体識別情報の提供を促進
するために、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達
に関する特別措置法」（牛トレーサビリティ法）が施行さ
れました。
この法律により、牛の両耳に10桁の耳標（個体識別番号）
を付けることになりました。この10桁の番号で、その牛の
出生からと殺・死亡までの飼養地などが記録されます。ま
た、と殺され牛肉となってからは、消費者に提供されるま
での生産流通履歴情報の把握が可能となりました。



平成27年7月31日に熊本県内の酪農業者が、牛の出生日を実際より遅く届
出たとして、九州農政局から正しい届出や改善を求める催告を受けました。

その後、平成27年9月25日に、新たに熊本県内で２戸、佐賀県内で１戸の酪
農業者が届出義務違反として、催告を受けました。

※違反内容は以下のとおりです（農林水産省ＨＰより）。

届出義務違反は、牛トレーサビリティ制度に対する消費者をはじめ関係者の
信頼を揺るがすものであり、あってはならない行為です。

出生、死亡、譲受け、譲渡しを行ったときは、遅滞なく適正に届出を行い、牛ト
レーサビリティ制度の認識を深め、法律遵守の徹底をお願いいたします。
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催告日： 平成27年7月31日

熊本県
平成15年12月1日から平成27年1月8日までの間に出生した牛871頭のうち、596頭について、
実際の出生日から、1日から最大39日まで遅らせた日を出生日として届け出たこと。

催告日： 平成27年9月25日

熊本県
平成15年12月1日から平成27年2月4日までの間に出生した牛 884頭のうち、5頭について、
実際の出生日から、3日から最大23日まで遅らせた日を出生日として届け出たこと。

佐賀県
平成15年12月1日から平成27年8月7日までの間に出生した牛 996頭のうち、 118頭につい
て、実際の出生日から、1日から最大66日まで遅らせた日を出生日として届け出たこと。

熊本県
平成15年12月1日から平成27年3月10日までの間に出生した牛 778頭のうち、 446頭につい
て、実際の出生日から、1日から最大79日まで遅らせた日を出生日として届け出たこと。

牛トレーサビリティ法の遵守徹底をお願いします

例えば…
出生年月日や品種などを偽って届出した場合、行政処分や罰則の対象に
なったり補助事業に参加できなくなることがあります！

【事例】
Ａ県の酪農家は、生まれた乳用雄や交雑種子牛の生年月日を故意に遅ら
せ、事実と異なる日で届け出ていました。
農政局が立入検査したところ、この酪農家は「子牛市場に上場する際、発育
を良く見せるため、出生の年月日を遅らせていた」ことがわかり、行政指導
（催告）を受けました。
その結果、当該子牛は、補給金や補助事業の月齢要件を満たしていなかっ
たことから、この酪農家は、補給金及び補助金相当額の賠償を求められま
した。

牛トレーサビリティ法に違反すると・・・・



近隣諸国における悪性伝染病発生情報近隣諸国における悪性伝染病発生情報

毎月20日は家畜防疫の日

毎月20日は飼養衛生管理基準の自己チェックおよび農場消毒を行う日
です。口蹄疫や鳥インフルエンザ、PED等の家畜伝染性疾病の侵入を防
ぎ発生を予防するためには、地域一帯の衛生水準を上げる事が重要です。
農場を守るため、20日の飼養衛生管理の自己チェックと消毒を習慣化

させましょう！

防災情報や家畜伝染病発生情報を配信しています。
下記アドレスもしくはQRコードより、登録用ホームページへ！

http://www.anshin.pref.kumamoto.jp/

～牛トレーサビリティ法に基づく届出方法～

牛が生まれたとき、牛を譲り渡したとき、牛を譲り受けたとき、牛が死
亡したときは以下の方法で適切に届出をしましょう！

病名 発生地 発生月日 畜種 型

高病原性
鳥インフルエンザ

台湾
8月25日 あひる H5N８

8月1日～8月２7日 地鶏 H5N2

韓国 9月14日～9月22日 あひる H5N8
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